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 本項は、関係法令で定める規定によるほか、火災及び地震の発生を想定した場合、避難及び消

火の困難性の著しい高層建築物に対して特別な出火対策を指導することにより、大規模、複雑化

する高層建築物の出火防止の推進を図るため指導するものであること。 

 

１ 適用範囲 

  本項の内容については、非常用エレベーター及び特別避難階段が法令上必要とされる高層建

築物に対して適用するものであること。 

 

２ 指導事項 

 ⑴ 共同住宅以外の用途に供する建築物における火気使用設備器具に関する事項 

  ア 火気使用器具は、努めて一定の場所に集中して使用するとともに、当該部分を耐火構造

の壁及び床又は防火設備で区画するとともに、区画内の壁及び天井の室内に面する部分の

仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を不燃材料とすること。（電気を熱源とする設

備器具で、入力の合計が23キロワット以下のものを除く。） 

  イ 電気を熱源とするものを除き、ストーブ及びパッケージ型温風暖房機等による局所暖房

は抑制すること。 

  ウ 次に掲げる厨房設備の天蓋及び排気ダクトには、フード等用簡易自動消火装置を設ける

こと。 

   ① 高さ60メートルを超える建築物内に設ける厨房設備 

   ② 高さ31ｍを超える建築物のうち、入力の合計が350キロワットを超える厨房設備 

  エ 都市ガスを熱源とする設備器具を使用する場合は、前アからウまでによるほか次による

こと。 

   ① 使用場所 

     原則として高さ31ｍ以下の階で使用すること。ただし、高さ31ｍを超える階において、

最上階の展望を目的とした飲食店、使用区分上から機能的に途中階等に設ける必要があ

る社員食堂等の厨房設備器具、又は60ｍ以下の建築物の最上階等に設ける機械室内の集

中冷暖房設備で、機能上必要と認められるものにあっては、この限りでない。 

   ② 都市ガス施設の安全化 

    ａ ガス供給の緊急遮断 

      引込管の建築物への飛込部近傍に感震器と連動可能な緊急遮断弁を設けること。 

    ｂ ガス配管 

     (a) ガス配管の建築物外壁貫通部近傍は、耐震及び地盤沈下対策を考慮すること。 

     (b) 建築物の配管は、法令に基づく耐震設計によるほか、日本ガス協会編「高層ビル

      ガス配管耐震設計」等の安全対策を取り入れること。 

     (C) 主配管は、溶接接合とすること。 

    ｃ ガス漏れ警報等 

      テナントでガスを使用している場合には、安全確認弁等によるガス漏洩防止対策を

講じること。また、ガス設備器具の使用場所には、ガス漏れ警報機を設置すること。 

    ｄ 消費設備器具 

     (a) 消費設備器具は、口火安全装置等の消火安全器付のものを使用すること。 

     (b) 固定型機器は、金属管で接続すること。 

     (C) 移動型機器は、ヒューズ型ガス栓を使用し、良質ゴム管等で接続すること。 
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    ｅ その他 

      前記の指導事項のほか、細部事項にあっては、第10－１表「高層建築物のガス安全

システム（その１）」により行うものとする。ただし、高さ60ｍ以下の建築物にあっ

ては、第10－２表「高層建築物のガス安全システム（その２）」により行うことがで

きるものであること。 

   ③ 燃料容器により供給される液化石油ガスを燃料とする火気設備器具は、使用しないこ

と。 

 ⑵ 共同住宅の用途に供する建築物における火気使用設備器具に関する事項 

  ア 都市ガスを使用する火気使用設備器具を使用する場合は、次によること。 

   ① ガスコンロは「ガス用品の技術上の基準等に関する省令」に基づく、調理油過熱防止

装置、立ち消え安全装置を有すること。 

   ② ガス配管等の設計施工は、第10－３表「高層の建築物のガス安全システム（その

３）」によりおこなうものとすること。 

  イ 液化石油ガスを燃料とする火気使用設備器具については、前⑴．③を準用すること。 

  ウ 電気コンロ類は、努めて調理油過熱防止装置等の安全装置付のものとすること。 

  エ 火気使用設備器具を使用する居室の家具・家電類は、地震動等により火気使用設備器具

   へ転倒、落下しない対策を行うこと。 

  

３ 運用上の留意事項 

適用範囲については１によるものとするが、高さが60ｍを超える共同住宅にあっては、全て

適用対象とすること。 

なお、15階建以下の共同住宅にあっては、適用範囲外として扱うことができるものであるこ

と。 

 

４ その他 

  受電設備並びに変電設備等の変圧器及び遮断器は、努めて不燃油使用機器又は乾式のものを

使用するものであること。 
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第10－１表     高層の建築物のガス安全システム（その１）（高さ60ｍを超える共同住宅以外の建築物に適用） 
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第10－２表     高層の建築物のガス安全システム（その２）（高さ60ｍ以下の共同住宅以外の建築物に適用） 
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第10－３表           高層の建築物のガス安全システム（その３）（共同住宅に適用） 
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別添え 

１ 竪管から分岐第一固定点から下流側の配管 

 ⑴ 配管口径が100㎜以上の場合の配管接合は、原則として溶接とする。 

 ⑵ 各階ごとにガスを遮断できるガス栓を設置する。 

   なお、メーターガス栓をこれに代替することができる。 

２ ガス漏れ警報器 

 ⑴ パイプシャフト内に竪管を立上げる場合で当該竪管シャフト内の換気（※１）が不可能な

場合は、竪管シャフト内の密閉空間ごとにガス漏れ警報器を設置し、その作動状況が防災セ

ンター等（※２）で監視できるシステムとする。 

 ⑵ ガス漏れ警報器の監視盤は緊急ガス遮断装置の操作盤の近傍に設置する。 

  ※１ 換気とは直接外気（開放廊下を含む）に面している換気設備をいう。 

  ※２ 防災センター等の等とは特定の者が監視できる場所をいう。 


